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会員各位 

 

 長野県理学療法士会 「臨床実習施設認定制度」のご案内 

 

 

謹啓   

時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 平素は本会事業に格別のご支援、ご協力

を賜り熱く御礼申し上げます。 

2020 年度より新しい理学療法士作業療法士養成施設指定規則・養成施設ガイドラインが施行さ

れ、診療参加型臨床実習の導入や指導者要件の見直しが図られました。当士会においても、診療

参加型臨床実習推進県として、研修会開催やチェックリストを始め各評価ツールを作成し、会員

の皆さんに発信しております。本制度が実習施設のマニュアル作成や見直しをはじめ、実習教育

における知識のアップデートや、日頃の教育的な課題を共有し解決策を模索する場としてご活用

頂ければと存じます。 

尚、本制度は長野県理学療法士会が独自に運用を行っており、認定の有無によって実習受け入

れ可否を問うものではありません。 

今後とも士会員の皆様のご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

謹白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨床実習施設認定制度」についての問い合わせ先 

 

 学術局教育部 臨床実習施設認定係 

  E-mail：rz-ninntei@pt-nagano.or.jp 

 

特定医療法人丸山会 

 〒386-0033 上田市御所 666 

     介護老人保健施設 御所苑  石坂 和貴 

   〒386-0405 上田市中丸子 1771-1 

     丸子中央病院  出澤 英文 

 

  ＊問い合わせはどちらの担当でも構いません。 

  ＊問い合わせは出来る限りメールでお願いします。 

 

mailto:rz-ninntei@pt-nagano.or.jp


長野県理学療法士会 臨床実習施設認定制度 運用規定 

 

【目的】 

理学療法士としてのコンプライアンスを遵守し、時代に即した一定水準の臨床実習教育を実践

している実習施設を長野県理学療法士会が認定する『臨床実習施設』とし、臨床実習指導者は勿

論、新人及び現職者や管理者など、すべての理学療法士の実習教育としての質的向上を図る。ま

た、臨床実習施設認定会議の参加を通じて、他の実習施設や養成校との連携・情報共有を図るこ

とで、より有意義で質の高い臨床実習を提供する事を目指す。 

 

【認定期間】 

3 年間（更新制） 

 

【認定の条件】 

１．実習施設としての条件 

①理学療法免許取得後、5 年以上の臨床経験があり、臨床実習指導者講習会を終了している

者が1 名以上常勤配置されていること。また、上記の理学療法士が臨床実習指導の統括責

任者として常勤配置されていること。 

②学生1 名に対して臨床実習の学生教育を担当するものが1 名以上常勤配置されているこ

と。 

 

２．臨床実習教育に関する条件 

◆実習マニュアルの作成 

①日本理学療法士協会が作成した『臨床実習の手引き』や各種文献や他施設マニュアル等 

を参考に、各実習施設独自の臨床実習教育に関する実習指導マニュアル（手順書）が作

成されていること。 

実習指導マニュアル（手順書）の形式や内容等については、特に県士会としての指定は

無い。但し、マニュアルには作成日、更新日が明記されていること。 

◆教育部研修会（臨床実習施設認定会議を含む）への参加 

①認定期間中の3 年間は、長野県理学療法士会教育部主催の教育部研修会（年度内1 回の

開催）に各施設内で毎年1 名以上の参加を必須とし、その内容を臨床実習及び科内教育

に反映させる努力をすること。尚、法人内の代表が参加し、複数の施設を認定とするこ

とは原則禁止とし、法人内であっても施設毎に1 名以上の参加を必須とする。 

②認定期間中の3 年間は、長野県理学療法士会教育部主催の教育部研修会内に開催される

臨床実習施設認定会議（後述の「臨床実習施設認定会議について」をご確認下さい）に

毎回1 名以上の参加を必須とし、その内容を臨床実習及び科内教育に反映させる努力を

すること。尚、法人内の代表が参加し、複数の施設を認定とすることは原則禁止とし、



法人内であっても施設毎に1 名以上の参加を必須とする。 

 

◆長野県理学療法士会HP から「臨床実習の理解と教育の手引きver.2」をダウンロードし、

臨床実習施設認定会議参加までに、当士会の臨床実習に対する方針を確認しておくこと。 

 

 

【申請から認定までの流れ（新規申請）】 

１．「臨床実習施設認定申請書」（県士会HP からダウンロードして記入）、実習指導マニュ

アル（認定申請する実習施設で使用されている実習教育の手順書と同等のもの）を添付し、

臨床実習施設認定係のメールアドレス（rz-ninntei@pt-nagano.or.jp）へメール送付をお願

い致します。 

※申請書及びマニュアルは出来る限りPDFファイルにてご送付下さい。 

 

＜「臨床実習施設認定」申請のメール送付先＞ 

件名は「臨床実習施設認定の新規申請（実習施設名）」として下さい。 

後日、「臨床実習施設認定申請」を受理した旨を、臨床実習施設認定係よりメールで返信

させて頂きます。その返信をもって、臨床実習施設認定申請の受理と致します。 

 

   ※申請〆切日について 

    申請は通年で受け付けておりますが、臨床実習施設認定の運用規定上、教育部研修会参

加〆切の最終日が申請〆切日となります。〆切日以降の申請は、次年度の臨床実習施設認

定となりますので、ご了承をお願い致します。 

 

２．認定申請された実習施設は、上記書類送付の他に長野県理学療法士会教育部主催の教育部

研修会（臨床実習施設認定会議を含む）（年度内1 回開催）への参加確認をもって長野県理

学療法士会認定の臨床実習施設として登録されます。 

 

３．認定登録後は、長野県理学療法士会認定の臨床実習施設として長野県理学療法士会HP上に

申請書類・マニュアルが掲載されます。新規で認定された実習施設については、後日当士

会より認定証が発行されます。 

 

【認定更新について】 

１．認定証に記載されている認定期限内に「臨床実習施設認定申請書」に必要事項を記入の

上、最新の実習指導マニュアルを添付し、件名を「臨床実習施設認定の更新（実習施設

名）」として臨床実習施設認定係のメールアドレス（rz-ninntei@pt-nagano.or.jp）までメ

ール送付をお願い致します。 
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＊認定期限が切れる2～3 ヶ月前には、臨床実習施設認定係よりその旨を連絡致します。 

 

【認定の取り消しについて】 

１．認定期間中、長野県理学療法士会教育部主催の教育部研修会（臨床実習施設認定会議を含

む）への参加が確認出来なかった場合は、認定が取り消しとなります。やむを得ない事情が

ある場合には、事前に臨床実習施設認定係までご連絡下さい。 

２．3 年間の認定期限を迎える前に、認定更新の連絡がない場合は認定が取り消しとなります

ので、ご注意下さい。 

 

【臨床実習施設認定会議について】 

１．開催日時：年一回行われる長野県理学療法士会教育部主催の教育部研修会内に開催 

２．参加者：長野県理学療法士会学術局長及び教育部長、教育部員 

 県内各養成校の教員 

 新規認定申請した施設の現職者 

 認定期間中又は更新申請をした施設の現職者 

  臨床実習施設認定申請を検討中の施設の現職者 

  その他 

３．進行について 

司会：臨床実習施設認定係 

４．会議内容（予定）： 

① 臨床実習教育に関わる講演 

② 各施設及び各養成校との意見交換 

③ その他 

 

 

令和5年11月25日改訂 

 

以上 

 


